
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方が安心して

暮らすことができるように、関係機関と連携して成年後見制度の利用促進を

図ります。　

成年後見制度についてのご相談をお受けし、制度利用の手続きなどの説明を行い
ます。

ホームページ
https://fukuoka-shakyo.or.jp/seinenkoken.html

親族・市民後見人へ後見活動に関する
情報を提供します。

福岡市成年後見
推進センター
ホームページ

（令和6年1月発行）

専門職による成年後見制度の利用に関する相談会を開催します。　

電話、来所またはFAXでお申込みください。

毎月第2火曜日および2月・5月・8月・11月の第4火曜日

●ファミリーマート



●日用品の買い物の取り消し


